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鞠智城シンポジウム

ここまでわかった鞠智城一古代山城の歴史を探る-

平 成 2 4 年 9 月 2 2 日 ( j = )    1 2 : 3 0 ～ 1 7 : 0 0
九州国立博物館ミユージアムホール（福岡県太宰府市石坂4-7-2）
熊本県・熊本県教育委員会
九州国立博物館。熊本県文化財保護協会

シンポジウム日程

1 1 ： 3 0 開 場
1 2 ： 3 0 開 会

あいさつ 蒲島郁夫（熊本県知事）
古閑三博（熊本県文化財保護協会会長）

来賓紹介
1 2 : 4 0 報告

「最新調査成果報告」12 :40～13:20
矢野裕介(熊本県教育委員会歴史公園鞠智城温故創生館

13：20 講演
「鞠智城の創設について」13:20～14:00

小田富士雄（福岡大学名誉教授）
14：00 休憩
14：15 講演

「東アジア史からみた鞠智城」14: 15～14:55
石井正敏（中央大学教授）

「地方官衙と鞠智城」14:55～15:35
坂井秀弥（奈良大学教授）

15：35 休憩
15：50 パネルデイスカツシヨン15:50～16:50

コーディネーター佐藤信（東京大学大学院人文社会系研究科教授）
パネリスト 小田富士雄（福岡大学名誉教授）

石井正敏（中央大学教授）
坂井秀弥（奈良大学教授）

1 6 ： 5 0 閉 会

参事）
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こ だ い 羊 ま し と

鞠智城シンポジウム「ここまでわかった鞠智城古代山城の歴史を探る」に多数の皆様

に御参加いただき、心から御礼を申し上げます。

また、本日のシンポジウムの開催にあたり、御尽力いただいた九州国立博物館並びに関

係者の皆様に深く感謝申し上げます。

熊本県では、熊本の宝である鞠智城をはじめとする優れた歴史・伝統・文化などを守り、

さらに磨き上げ、生かし、未来へと継承していく取組みを進めています。

私は、鞠智城跡のある菊池川流域で生まれ育ちました。菊池川流域は、古来より豊かな

恵みに育まれ、全国一の数を誇る装飾古墳をはじめ、朝鮮半島との文化的交流を通じて優

れた古代文化が花開いた地域です。 

約1 300年前、7世紀後半の激動する東アジア情勢の中で、大和朝廷によって築かれ

た｢鞠智城｣は､「矢国史」に記載された古代山城の一つに数えられる全国有数の重要遺跡
として高く評価されています。

熊本県では、昭和42年から継続して鞠智城の発掘調査を実施し、その結果、八角形建

物跡や貯水池跡など数多くの重要な遺構が相次いで発見されました。平成20年10月に

出土した百済系銅豊巍罐は､百済の高級官僚が日本の古代山城の築城に関与したとす
る「日本書紀」の記述を裏付ける重要な資料として、国内外において大きな注目を集めた

ところです。

平成24年3月には、これらの発掘調査の集大成ともいうべき「総合報告書」を刊行し

ました。この報告書が、鞠智城に閨する多くの知見を学術研究者や関係学界へ発信する役

割を果たすとともに、今後の鞠智城に関する学術的な議論の新たな出発点となるものと考
えています。

先月熊本で開催した鞠智城シンポジウムには、大変多くの方に御参加いただき、鞠智城

に関する関心の高まりを実感しています。本日のシンポジウムにおいても、鞠智城や古代

山城についての議論が深まり、鞠智城に閏する理解と研究がさらに進むとともに、歴史的

意義や学術的価値が広く全国に認知されていくことを期待しています。

最後に、本日御参加の皆様の御健勝、御活躍を祈念いたしまして、挨拶といたします。

熊 本 県 知 事 蒲 島 郁 夫

主催者あいさつ

平 成 2 4 年 9 月 2 2 日
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本日は、講師の先生方をはじめ、多くの皆様にご来場いただき、心から
お 礼 申 し 上 げ ま す。

去る8月 2 6日、熊本市内で鞠智城シンポジウムを開催しましたところ、
8 5 0 名を越す多くの方々にご参加いただき、盛会裡に終了することがで
きました。

さて、今年3月、鞠智城跡の歴史的、文化的価値を改めて見直すべく、
昭和 4 2 年度から実施して参りました発掘調査の成果を総括する総合報告
書が刊行されました。この報告書では、鞠智城跡から確認された遺構や出
土 し た 遺 物 な ど か ら 遺 跡 の 年 代 や 性 格 が 克 明 に 述 べ ら れ て お り 、 研 究 者 の
皆 様 に は 非 常 に 高 い 評 価 を 得 て い ま す。

今 回 の 総 合 報 告 書 で ま と め ら れ た 内 容 を 一 言 で 表 現 し ま す と 、 「 鞠 智 城 は
7 世 紀 後 半 か ら 1 0 世 紀 中 頃 ま で の 約 3 0 0 年 間 存 続 し た こ と が わ か り 、

城 が 存 続 し た 3 0 0 年 を 5 つ の 時 期 に 分 け る こ と が で き る 」 と い う こ と で
は じ き す え き ぬ の め が わ ら

す。これらの年代は、出土した遺物（土師器、須恵器、 布目瓦など）を詳
細に調査検討したり、遺構（掘立柱建物跡、礎石建物跡など）の重複状況
を確実に把握した結果、導き出された成果です。そして、「続日本紀」の記
述や年代が特定できる出土瓦との検討比較から 6 6 7 年 頃を鞠智城を築城
し た 時 期 と し て 推 定 し ま し た 。 さ ら に 6 7 6 年 新 羅 が 朝 鮮 半 島 を 統 一 し て
安 定 期 に 入 る と 鞠 智 城 の 軍 事 的 な 機 能 が 失 わ れ 、 隼 人 対 策 や 米 な ど の 貯 蔵
施 設 の 充 実 と い っ た 城 の 機 能 の 変 化 が 見 ら れ る こ と が 判 明 し た こ と も 大 き

な成果です。
今回のシンポジウムはこのような総合報告書の刊行によって得られた最

新 の 知 見 等 を も と に 、 鞠 智 城 跡 の 歴 史 的 。 文 化 的 側 面 か ら 検 討 を 深 め 、 多
くの方々にその価値を再確認していただくことを目的としております。
先月開催しました熊本市内でのシンポジウム同様、今回の講師の先生方

にも多角的な観点から多くの貴重な意見を交わしていただくことを期待し
て居ります。また、この会場の入口におきまして、鞠智城の歴史ロマン等
を紹介する「鞠智城企画展」を開催しておりますので、こちらの方も是非
ご 覧 い た だ け れ ば と 思 い ま す。

最後になりましたが、本日御参加の皆様の御健勝、御活躍を祈念いたし
ま して、 挨 拶 と い た し ま す。

平 成 2 4 年 9 月 2 2 日
熊 本 県 文 化 財 保 護 協 会 会 長 古 閑 三 博

ご あ い さ つ

-：）

’

I
I

.

｜
ト

’



【報告者】
矢 野 裕 介 （ や の ゆ う す け ）
同志社大学文学部卒業。熊本県文化課を経て、現在、熊本県立装飾古墳館分館「歴史公園
鞠智城・温故創生館」勤務。鞠智城跡発掘調査に従事。

【講演者】
小 田 富 士 雄 （ お だ ふ じ お ）
九州大学文学部文学部史学科、同大大学院卒業。九州大学助手、別府大学助教授、北九州
市考古博物館館長を経て、福岡大学教授。九州古文化研究会代表、九州考古学会長、古代
交通研究会評議員などを歴任。現在、福岡大学名誉教授。専門は考古学。

石 井 正 敏 （ い し い ま さ と し ）
法政大学文学部史学科卒業。中央大学大学院文学研究科国史学專攻博士課程単位取得。東
京大学史料編墓所助手。助教授を経て、中央大学文学部助教授を歴任。現在、中央大学文
学部教授、中央大学人文科学研究所長 中央史学会会長。専門は日本古代史。博士（歴史
学）。

坂 井 秀 弥 （ さ か い ひ で や ）
関西学院大学大学院修了後、新潟県教育委員会において、遺跡発掘調査と埋蔵文化保護行
政を担当。文化庁記念物課（埋蔵文化財部門）に在職し、文化財調査官・主任文化財調査
官を歴任。現在、奈良大学教授。專門は考古学、文化財行政。学術博士。

【コーディネーター】
佐 藤 信 （ さ と う ま こ と ）
東京大学文学部国史学科卒業。東京大学大学院人文科学研究科修士課程修了。奈良国立文
化財研究所（平城宮跡発掘調査部）研究員、文化庁文化財調査官、聖心女子大学文学部助
教授、東京大学文学部助教授を経て、1996年より東京大学大学院人文社会系研究科教
授。專門は、日本古代史。文学博士。

(発表順・敬称略）
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1 概 要

鞠智城跡は、熊本県の北部、阿蘇北外輪山に源を発し有明海へと西流する菊池川の中流
域（河口まで約40 k'll)、山鹿市、菊池市の市境に所在する古代山城である。『続日本紀』
文武2（698）年に繕治された「鞠智」の城跡で、『文徳実録」天安2（858）年条の
「菊池城院｣、『三代実録』元慶3（879）年条の「菊池郡城院」も同城の記述とされる。
筑肥山地の主峰、「八方ケ岳」（標高1,052m)の南西麓は、小河川により複雑な丘陵地

帯を形成している。鞠智城跡は、その丘陵地帯の南端近く、標高140m前後の通称「米原
台地」を中心に立地しており、比較的低い丘陵上に築かれていることを特徴とする。北に
は福岡県との県境を限る筑肥山地の山脈が連なり、南には菊池川及び支流域に発達した肥
沃な菊鹿盆地が拡がり、県下でも有数の穀倉地帯を形成している。
また、城跡の南には、「車路」地名により復原された古代官道が推定されており、現在で

も、福岡、大分、阿蘇 熊本方面へと幹線道路が延びる交通の要衝地となっている。古代
律令制下では肥後国菊池郡に属し、周辺は『和名抄』にみる城野郷に比定されるが、城跡
内及びその周辺に残る「木野」地名がその名残りをとどめる。

鞠智城跡の調査と成果

矢野裕介（歴史公園鞠智城・温故創生館）
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城域については、古くから広域
説、狭域説などが論じられてきた

が、現在、周長3.5k m、面積55
ha、標高90～171mの範囲を真
の城域とし、約64.8haの範囲を
国の史跡として指定されている。
鞠智城跡の発掘調査は､昭和42
(1967)年度の第1次調査に始ま
り、平成22（2010）年度で32次
を数える。古代山城では唯一の八
角形建物跡をはじめとする72棟
の建物跡や、約5,300㎡の規模を
有する貯水池跡、城門の門礎石、
版築工法による土塁跡が検出され
るなど、城の構造解明が進み、須
恵器、土師器などの土器や単弁八
葉蓮華文軒丸瓦をはじめとする瓦
類、建築用材、木製品に加え、百
済系の銅造菩薩立像､｢秦人忍口五
斗｣銘の付札木簡などが出土した。

_J割曇参感』

銅 造 菩 薩 立 像

単 弁 八 美 蓮 華 文 軒 丸 瓦

,塞瞳。

須 恵 器

- 6

土 師 器

蕊』

箸 L 一 一 ・ - - - - - . . - - - ÷ 一 一 一 一 - 一 ̅ 一 一 ̅ ̅ ̅

｢秦人忍口五斗」銘木簡

木製品（平鍬・横槌）

第 2 図 出 土 遣 物
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第 3 図鞠智城跡全体図
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2 時 期 区 分 と 変 遷

昭和42年度からの発掘調査成果によって、鞠智城は、7世紀後半から10世紀中頃まで
の約300年間存続し、時代に合わせて城の機能が変化していくことが判明した。そして、
鞠智城の存続期間を5時期に大別することが可能となった。以下に、各時期の特徴を述べ
る。

鞠智城I期（7世紀第3四半期～7世紀第4四半期）
鞠智城の創建期。天智4（663）年の白村江の敗戦を

契機に、唐・新羅の侵攻に備えて、大宰府防衛の軍事
拠点とともに、物資等を供給する兵姑基地としての役
割のもと築城。城門や土塁線 貯水池など、城として
の最低限の機能を緊急的に整備し、城内には掘立柱の
倉庫や兵舎を配置した。百済系の銅造菩薩立像の存在
から、『日本書紀』天智6（665）年に築城された大野
城､基葬城と同様、 ，

｜築城にあたっては
百済の亡命高官の

関与が指摘される。

池 ノ 尾 門 跡 。 水 門

西 側 土 塁 線 ・ 土 塁

貯 水 池 跡 ・ 貯 木 場

鞠智城Ⅱ期（7世紀末～8世紀第1四半期前半）
鞠智城の隆盛期。城を管理する「管理棟的建物群」や八角形建物が建設されるなど、城

内施設の充実が図られる時期。『続日本紀』文武2（698）年の繕治の時期に該当。土器な
どの日常什器の出土が最も多く出土す - -

る時期で、城の管理・運営に多くの人i I , 、 1

二 ' ： ‘ ｜

- ： ふ ; ･ 翌 二 妄 I - ● ｜
員が配置されたものと考えられる。 1

1 ． 自． ： ： … " ： ： ‘ r ､ 、 ’- - -
唇 ・ ； ： ． , F 〃 1 4 1

八角形建物跡（32．33号建物跡）
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鞠智城Ⅲ期（8世紀第1四半期後半～8世紀第3四半期）
鞠智城の転換期。鞠智城Ⅱ期の管理棟的建物群や八角形建物は存続するものの、掘立柱

の倉庫が礎石建ちの倉庫に建て替えられるなど、城内の施設に変化が生じるとともに、土
器などの日常什器は皆無に等しく、城を維持するための必要最低限の人員のみ配置される
など、城の管理・運営に変化が生じた時期と考えられる。

鞠智城Ⅳ期（8世紀第4四半期～9世紀第3四半期）

鞠智城の変革期。城内に「管理棟的建物群」の消失や貯水池中心部の貯木場が埋没し

池の機能が低下するなど、城の機能が大きく変
容した時期。また、鞠智城Ⅲ期の礎石建物の上

に、新たに大型の礎石建物を建築するなど、礎
石建物が大型化するのも特徴として挙げられ、

食糧の備蓄施設としての機能が主体となる｡『文
徳実録」天安2（858）年条にある「不動倉11
字焼く」の不動倉がこれらの建物と推定される。

鞠智城V期（9世紀第4四半期～10世紀第3四半期）

鞠智城の終末期。城内の建物数が減少するものの、不動倉を再建するなど、食糧の備蓄
施設としての機能は存続する。そして、10世紀第3四半期までには、城の機能が完全に停

止することが考えられる。

3 今 後 の 課 題

このように、鞠智城の変遷をみていくと、鞠智城I～Ⅲ期までは、その築城目的であっ

た対外的な軍事施設としての機能が主体であったのに対して、鞠智城Ⅳ～V期までは食糧

の備蓄施設としての機能が主体となることが大きな変化として挙げられる。特に、鞠智城

I～Ⅲ期までの変化は、大宰府の変化と連動しており、大宰府防衛の一翼を担う軍事的な

役割とともに、城の維持・管理の面でも大宰府が大きく関与していたことが伺える，

いずれにしろ､鞠智城が7世紀後半から10世紀中葉までと3世紀に亘り長らく存続し得

たのは、このような城の機能変化があったからであると推察できる。

今後、大野城、基津城をはじめとする古代山城や大宰府、肥後国府、菊池郡家などの官

衙遺跡との比較検討を行うとともに、出上置物の特徴や製作技術の詳細な分析により産地
や流通経路を究明することが重要で、そうした分析のもと、鞠智城の機能．性格について

検討を加えていくことが課題と I / , える。

大型礎石建物跡（20号建物跡）
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①

1．鞠智城出現の背景
a . 西 日 本 防 衛 体 制 の 推 移
b . 東 ア ジ ア 情 勢 の 転 換
C . 文献史料にみる鞠智城の築城

2．鞠智城の構造
a ・ 土 塁 ・ 池

b .建物一第1期～第Ⅲ期
C . 城 門一唐居敷門の規模
d . 古 瓦

3．大宰府都城と鞠智城

〔 付 図 〕

2． 記録にみる朝鮮式山城の推移

3 大 宰 府 都 城 制 一 推 定 羅 城 説 一

4． 成立期の大宰府・大宰府政庁・古瓦

5 大宰府都城制一大野城と基建城一

6 ． 大 野 城 の 建 物 ≦

7． 大野城主城原地区、基津城跡建物

8 水城大堤復元図・基津城跡出土軒先瓦

9． 九州の朝鮮式山城の城門跡（1）

1 0九州の朝鮮式山城の城門跡（2）

l l 九 州 の 朝 鮮 式 山 城 の 城 門 跡 ( 3 )

・城門跡法量対照表

1 2 . 大 野 城 跡 出 土 高 句 麗 系 軒 丸 瓦

・大宰府政庁周辺官衙・日吉地区出土軒丸瓦

鞠智城跡出土遺物一仏像・木簡・軒丸瓦一
近畿地方の高句麗系軒丸瓦

鞠 智 城 跡 建 物 の 建 設 時 期 と 存 続 期 間

成立期の鞠智城と大宰府政庁の時期区分

鞠智城の創設

小田 富士雄（福岡大学名誉教授）

l 3

1 4

1 5

1 6
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弓

②

記録にみる朝鮮式山城の推移
百済の再興をたすけるべく渡海した倭国の水軍は、天智2年（663）8月白村江において唐・新

羅連合軍と戦って大敗し、倭国に襄来する脅威にさらされることとなった。翌年から急遼西日本
沿海地域の防衛体制を固める必要に迫られ山城の築城などが急がれた。以下に防衛体制の進展を
文献史料によって編年的に示しておこう。

(1) 664 (天智3)年雛嶋｡瓢鳴･蔑紫國等に皇匿と塵とを置く。また筑紫に大堤を築きて
みず き

水を貯えしむ。名づけて水城という。（日本書紀）
(2)665(天智4)年8月差蕊龍衆斜iを遣わして城を雛國に築かしむ｡達率惜禮患曾．
達率鹸館臭を筑紫國に遣わしてぅ鍔及び農二城を築かしむ．（日本書紀）

た か や す の き さ ぬ き や し ま の き か な だ の き

(3)667（天智6）年11月倭國の高安域・讃岐國山田郡の屋嶋城、對馬國の釡由城を築く。
（日本書紀）

｜まか

(4)669（天智8）8月 天皇高安に嶺に登りまして議りて城を修めんとす。なお民の疲れ
たるを|血みたまひて止めて作りたまはず。（日本書紀）

つ く たちから

(5)670（天智9）年2月 冬高安城を修りて畿内の田税を収む°（日本書紀）高安城を修
りて穀と塩とを積む。また長門城一つ、筑紫城二つを築く。（日本書紀）

い で ま

(6)676（天武4）年2月 天皇高安城に幸す。（日本書紀）
らじよう

(7)  680  (天武8)年11月 初めて關を龍田山、大坂山におく。よって難波に羅城を築く。（日本
書紀）

(8)689(持統3)年9月置鳶塞ぎi對篭､置廣蕊石川朝臣蠅等を筑紫に遣わして位記を給
み た ま い で ま

送す。かつ新城を監う。（日本書紀）同年10月天皇高安城に幸す。（日本書紀）
き い く く ち

(9)698（文武2）年5月 大宰府をして大野、基津、鞠智の三城を繕治せしむ。（續日本紀）
8月高安城を修理む（天智天皇五年築城也)。（續日本紀）

お さ

(10) 699 (文武3)年9月 高安城を修理む（續日本紀）
つ く

（文武3）年12月 大宰府をして三野、稲積の二城を修らしむ。（續日本紀）
や ま と か わ ら

(1l) 701 (大宝元）年8月高安城を廃してその舎屋雑儲の物を天倭、河丙二國に移し貯う。（續
日本紀）

や

(12)  712  (和銅5)年正月 河内國高安の峰を廃めて、始めて高見の峰及び倭國春日の峰をおく。
か よ

以って平城に通わしむ。（續日本紀）8月 高安城に行幸す｡
うばらき つ ね き

(13) 719 (養老3)年12月 備後國安那郡の茨城、葦田郡の常城を停む°（續日本紀）

上記の経過を通覧して、敗戦の翌年から對馬・壹岐・筑紫から始めて瀬戸内・近畿へと防衛施
設の整備を及ぼしてゆき、数年の間で西日本地域に防人や峰火の設置、水城の構築、兵糧の備蓄
などを果たして670年までにはほぼ完了している。なお史料（5）にみえる長門・筑紫の築城記事
は史料（2）の重出と考えられている。つづいて669年からは上掲諸山城の修理記事がみられ、700
年代に入ると、山城や峰火の廃止が現れるようになる．

- 1 2 -



③

大宰府都城制一推定羅城説一

大宰府周辺の地形と羅城の推定復原

(阿部義平1991「日本列島にお|ナろ都城形成」『回立歴史民族博物館研究報告』第36集）
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大 野 城 の 建 物 （ 赤 司 善 彦 「 大 野 城 の 建 物 跡 に つ いて ｣ ）
- - - - 戸 - - ̅ 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ̅

規模と構造 発掘調査で確認された建物は、大きくは掘立柱建物と礎石建物で、以ドの通りである。
掘立柱建物

側柱建物（掘・側） 1 × 1 （ 1 ）・ 3 × 7 （ 2 ） ‘ 、 ， . . . ・ ・・・主城原地区
総柱建物 （棚・倉）3×3（1）．‘3×9（1）．・・・・主城原地区・猫坂地区

h 巳 ､ - . ･

礎石建物
総柱建物
基壇付（礎・倉、基） 3×4 ( 1 ) ･ _ 3 ×5 ( 1 ) ･ 3 ×8以上(1 ) ･・・主城原地区
掘立柱塀付（礎・倉・塀）3×5（7）。．・・・，・・・増長天・八ヅ波．村上地区
無（礎・倉） 3 × 4 ( 1 0 ) ･ 3 × 5 ( 1 4 ) 王 城 原・八ツ波．村上．猫坂地区
不明（礎石の確認のみ） 3×5（10）・・・・・・・・．・・．・・・。．尾花地区

州十遺物からは次の通り．
。（掘・側）（主城原地区）の柱穴から7世紀後半代の単.弁瓦が出土。
.（礎・倉・塀）の雨落溝からは8世紀後半と9世紀前半の土器が出土。

主に主城原地区での重複関係をもとに建物の分類と変遷を横田義章氏が以下のように整
理されている。

1期 A  ( m ･ 側 0 6 4 )
｜ 期 B ( 掘 ・ 倉 0 6 5 )

’ 1期（礎・倉3× 5&塀 )、及び（礎・倉3× 5．基06 1）
1 1 1期（礎 ‘倉・溝3 × 5 ) 、
IV期（礎・倉3×4 ･基062 )、（礎・倉3×5，063 )、（礎・倉3×4 )
この主城原地区での変遷を参考にすると、大きくは掘立杜建物から礎石建物へと建て替

えられたことは確実である。また礎石総柱建物（倉）は、3×5の規格が踏襲されているこ
とからすると、小期と弩.えられるのではないだろうか。また、横、案のⅢ期3×5とⅣ期3
×5は、同時期併存の可能性も考えられる。そして、3×4が新たな規格として建てられる
ようになる。このよ-うなことから大きくはⅢ期の変遷を考えたい。

｜期掘立柱建物による構成で、重複関係から（棚・側064) A, (lm･倉065) Bの2
時期がある。

｜|期礎石倉が建てられた時期。主城原ではS B60の長倉から、強い規格での礎石倉3
×5建て替えられ建てられ、順次地区が拡張されていった。したがって長倉、3
，×5基壇と塀、塀が無くなった3つの小時期が考えられも

Ill期礎石倉3×4が建てられて時期である。ただし堀､  F SB54はこの段階と思われ
る。

出土遺物や掘立柱の建て替え、礎石建物の大宰府での州現や位置関係を考慮すると、そ
れぞれの開始時期は次のようにな篭。1期は7世紀後半代、Ⅱ期は8世紀中頃～、Ⅲ期は
9世紀前半～。ただし時期区分は、あくまでも開始期であって，存続期ではない。

これを地区別にみると下記のように表すことができる。
｜ 期 ｜ | 期 l l l 期

（7世紀後半～）（8世紀中頃～）（9世紀前半へ-）
AB          ABC
○ ○主 城 原 地 区  ○ ○ ○ ○

八 ツ 波 地 区 ○ ○
村 上 地 区 ○ ○ 言
増 長 天 地 区 ○ ○
尾 花 地 区 ？ ○
猫 坂 地 区 （ ̅ ＞
前 田 地 区 △

（第42回占代lll城研究会子槁集: 2010 ･ 9)

建 物 の 時 期
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⑦

大野城跡・主城原地区建物配置図 基疑城跡礎石建物跡一覧表
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’ 鞠智城跡建物の建設時期と存続期間
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時期区分の比較

成立期の鞠智城と大宰府政庁の時期区分

これまでの調査成果を整理検討された鞠智城・温故創生館では、鞠智城の創設から機能が停止する10世紀
、ｳ

中頃まで5期の変遷を提示された。すなわち1期は665年〈大野‘基雛2城の築城開始）から698年（大野．

基難・鞠智城の繕治）まで。つづくn期は繕冶から8世紀初頭まで。Ⅲ期は8世紀前半から後半まで。Ⅳ期

は8世紀後半から9世紀中頃まで。V期は9世紀中頃から10世紀中頃までとされた。これらの区分観は建物

群と遺物編年の検討から組立てられたものであった｡そのなかで鞠智城の創設時期を考える立場からはI．Ⅱ．

Ⅲ期あたりまでが対象となる。筆者はさきに大宰府都城制型lll城を設定した際に、それが大宰府政庁の成立

誌段階と緊密な関係にあることを指摘した(7)。すなわち、

①7世紀第3四半期=I期古段階。水城・大野城基難城の§|｣設。政庁最古期の掘立柱建物や柵列を建設。

②7世紀第4四半期～8世紀初頭=I期新段階。山城は修理期に入る。政庁はのちの礎石立政庁の前身的

掘立柱建物・柵列建設。この段階後半、直接的に肱689年6月飛,勢浄御原令の制定によって地方官人の移動

了官噸与のほか､条坊制施行の倹討鳥すすめ､実質的に大幸府体制が発足した｡そして701年には大宝令
が*ll定されて、ひとまず律令ﾎll度の完成をみた。

③8世紀初頭～前半＝Ⅱ期。政庁や防衛施設は礎W進物瓦葺にかわり、条坊制施行も完了する。政庁の

官衙型配置（所謂「。｣字形配置）出現。

以上の変j豊と鞠智城を対･照してみると、

大宰府政庁1期古段階 鞠智城［期前半
大宰府政庁1期新段階 鞠智城1期後半～n期

大 宰 府 政 庁 Ⅱ 期 鞠 智 城 m 期 前 半

のように対.比照合することができよう。すなわち鞠智城の§'|設ば上述したように、若干大宰府都城よ})おく

れてズレを生じたとしても、ほぼ両者j聖動する動向が読"と帆るようで:らる。

⑯

2 6 -
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■
■

一
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は じ め に

今年3月に刊行された、熊本県教育委員会編『鞠智城跡Ⅱ-鞠智城跡第8～32次調査報
告」第Ⅲ章「鞠智城の研究史」の中で、「長者原地区の一部で確認された建物群の層位的
検出例から、掘立柱建物群に2時期、礎石建物群に2時期があ」り、「最も古い掘立柱建
物跡を創建期、最も新しい礎石建物跡を9世紀末のもの」（49頁）とする研究〔注1〕が
紹介されている。

これまで鞠智城の歴史については、築城の時期やその事情をめぐる問題を中心に論じら
れており、私の関心もそのあたりにあったが、9世紀末にも新しい建物、それも礎石建物

が建立されているという指摘に興味が惹かれた。周知のように、9世紀後半には北九州博
多周辺だけでなく、肥後にまで新羅の海賊による入定事件がみられ、対外的な緊張が高ま
った時期にあたるからである。

鞠智城と新羅海賊の問題については、これまでもすでに注意されている（濱田耕策2010、
板楠和子2012、等）。 筆者もかねて9世紀の新羅海賊問題には関心を抱いており、屋上に
屋を架すきらいもあるが、大宰府を中心とする防衛網強化と鞠智城という視点から若干の
考察を加えてみたい。私見の主要な論点は、新羅海賊に加えて、873年の漂着渤海使によ
り伝えられた、争乱相次ぐ唐の情勢も、防衛体制に大きな影響を与え、鞠智城も防衛ネッ
トワークの九州南西の中心として一層重要性を増したのではないかという点にある。

1、貞観11年 ( 8 6 9 )の新羅海賊と大宰府防衛網の強化

鞠智城が白村江敗戦後の唐・新羅の侵攻に備えて築城されたという経緯を考えると、同
じく新羅対策という視点から、9世紀後半の新羅海賊の出現が注目される。869年（貞観
11)  5月と893年（寛平5)5月～894年（同6)9月の入憲が知られており、 特に893
年閨5月には肥後飽田郡が被害を受けている。こうした事件が直接に鞠智城の運営に影響
を与えているとみられるが、特に貞観11年の新羅海賊の入志が大きな意味をもっていると
考える。貞観11年の新羅海賊 件は大きな衝撃を朝廷に与えた。これを機に大宰府を中心

二 う ろ か ん

とする防衛体制が強化され、二れまで平和外交の象徴であった博多鴻 艫 館が国防最前線
基地とされることになるのである〔注2〕。 したがってその強い衝筆は必ずやﾉL州南西の
防衛拠点としての鞠智城の体制にも影響を与えたに違いない。
( 1 ) 新 羅 海 賊 の 出 現 とそ 〃 ) 衝 筆

869年（貞観l1)  5月 新羅の海賊が博多湾内に現れ、折から停泊中の豊前回の年貢を
積載した船を雲い、絹綿を震って逃走した，兵士がすぐに追跡したがついに眼ｼﾉ逃がして
しまった。

【史料11 「日本三代実録-1罰観11年6月 l 5日辛丑条

？ ワ
ョ J -

東 ア ジ ア 史 か ら み た 鞠 智 城

石井正敏（中央大学文学部教授）



大宰府言す、「去月廿二日夜、新羅の海賊、艦二艘に乗り、博多津に来たり、豊前国
の年貢の絹綿を掠奪し、即時逃霞す。兵を発して追うも、遂に賊を獲ず」と。

この一件に朝廷は大きな衝鑿を受け、海賊を取り逃がした大宰府官の不手際を誼責して
いる。

【史料2】「日本三代実録』同年7月2日条

是日、勅して、大宰府司を誼責して曰く、「諸国の貢調、使吏領將し、一時に共に発
し、先後零畳して其の臺類を離すべからず。而るに豊前一国をして独り先に進発せし

む。亦た弱軒の人、餌を虎の口に乗す。遂に新羅の冠盗をして、隙に乗じて侵掠を致

さしむ。唯に官物を亡失するのみに非ず、兼ねて亦た国威を損辱す。之を往古に求む

るに、未だ前間有らず。後来に飴すに、當に面目無かるべし。使人責むくしと云うと

錐も、抑も亦た府官に怠有り。 ･ ･ ･」と。
こ う も ん

そして年末には伊勢大神宮・石清水八幡宮両社に奉幣し、神前で告文が奉読されてい
る 。 告 文 で は ま ず、 新 羅 海 賊 の こ と 、 大 宰 府 の 庁 舎 に 大 烏 が 集 ま る と い う 怪 異 が 隣 国 の 兵

革 （ 新 羅 の 侵 攻 ） の 予 兆 と す る 占 い 結 果 が 出 た こ と 、 肥 後 国 の 地 震 の こ と 、 陸 奥 国 の く 異

常 な る 〉 地 震 〔 注 3 〕 の こ と 、 自 余 の 国 々 に も 地 震 等 が 起 こ っ て い る こ と を 列 記 して い る

が、その大半は新羅退散を祈願する内容となっている。両宮への告文はほぼ同文あるので、

伊勢大神宮への告文を紹介する。

【史料3】「日本三代実録」同年12月14日条
あ だ な

伝え聞く、彼新羅人は我が日本国と久しき世時より相ひ敵 い來たり。而るに今境内

に入り来りて、調物を奪い取りて、種れ簿かる之気無し。其の意 況を量るに、兵こ こ ろ ば え

志 之 萌 、 此 自 り して 生 る か 。 我 が 朝 久 し く 軍 旅 無 く 、 專 ら 警 備 を 忘 れ た り 。 兵 乱 之 事 、
か み の く に

尤 も 慎 み 恐 る べ し 。 然 れ ど も 我 が 日 本 の 朝 は 、 所 謂 神 明 之 国 な り 。 神 明 の 助 け 護 り 賜
あ だ

は ば 、 何 の 兵 憲 か 近 き 来 る べ き 。 呪 む や 掛 け ま くも 畏 き 皇 大 神 は 、 我 朝 の 大 祖 と 御 座

て、食国の天の下を照し賜ひ護り賜へり。 然れば則ち他国異類の侮を加へ乱を致すべ

き 事 を 、 何 ぞ 間 し 食 して 、 警 め 賜 ひ 拒 ぎ 却 け 賜 は ず 在 ら む 。 故 是 を 以 ち て 、 王 従 五 位

下 弘 道 王 、 中 臣 雅 楽 少 允 從 六 位 上 大 中 臣 朝 臣 冬 名 等 を 差 使 して 、 礼 代 の 大 幣 帛 を 、 忌

部 神 祇 少 祐 從 六 位 下 斎 部 宿 祢 伯 江 が 弱 肩 に 太 稚 取 り 懸 け て 、 持 ち 斎 り 捧 げ 持 た し め て

奉 出 し 給 ふ 。 此 の 状 を 平 け く 間 し 食 して、 仮 令 時 世 の 禍 乱 と して、 上 の 件 の 竜 賊 之 事 、

在 る べ き 物 な り と も 、 掛 け ま くも 畏 き 皇 大 神 、 国 内 の 諸 神 達 を も 唱 ひ 導 き 賜 ひ て 、 未
い た ふ せ し ぞ け

だ 発 で 向 た ざ る 之 前 に 、 沮 拒 ぎ 排 却 け 賜 へ 。 若 し 賊 の 謀 已 に 熟 り て、 兵 船 必 ず 来 べ く
在 ら ば 、 境 内 に 入 れ 賜 は ず して 、 逐 ひ 還 し 漂 ひ 没 れ し め 賜 ひ て 、 筏 が 朝 の 神 国 と 畏 れ

み

憧 か ら れ 来 れ る 故 実 を 澆 だ し 失 ひ 賜 ふ な 。 此 自 り 之 外 に 、 仮 令 と して、 夷 俘 の 逆 謀 ・
叛 乱 之 事 、 中 国 の 刀 兵 ・ 賊 難 之 事 、 又 水 旱 ・ 風 雨 之 事 、 疫 億 ・ 飢 鍵 之 事 に 至 る ま で に 、

国 家 の 大 禍 、 百 姓 の 深 き 憂 へ と も 在 る 可 か ら む を ば 、 皆 悉 に 未 然 之 外 に 払 ひ 却 け 鎖 し

減 し 賜 ひ て 、 犬 F 躁 驚 元 く 、 国 内 平 安 に 鎭 め 護 り 救 助 け 賜 ひ 、 皇 御 孫 命 の 御 体 を 、 常

磐 堅 磐 に 天 地 { 1 月 と 共 に 、 夜 の 護 昼 の 護 に 、 護 り 幸 へ 衿 み 泰 ｼ ) 給 へ と 、 恐 み 恐 み も 申
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賜はくと申す。

（ 2 ） 大 宰 府 防 衛 網 の 強 化 と 鴻 艫 館 の 最 前 線 基 地 化

このように新羅海賊の博多湾内侵入を許し、なおかつ取り逃がした事実に朝廷は大きな

衝鑿を受け、新羅海賊の退散を祈願する一方、防衛体制の強化を打ち出した。その内容は

兵士の増員だけでなく、新たに博多湾に面して建てられていた、元来海外使節の迎賓館で

ある鴻艫館に兵士を常駐させるという方策である【史料4～6】。

【史料4】『日本三代実録』貞観11年(869 )  12月28日条（内容が2つの項目に分かれ

る の で、 便 宜 的 に ① ② と 分 け て 記 載 す る )

従五位上守右近衛少将兼行大宰権少弐坂上大宿祢瀧守を大宰府に遣わし、鎮護警固せ

しむ。勅して曰く、「鎮西は是れ朕之外朝也。千里符を分かち、一方重きを寄す。況
が たんや復た隣国壌を接し非常期し厄し。今聞く、大鳥帷を示し、瀦憲を告ぐと。

やよ こ う と う
機 急 之 備 え 、 豈 に 暫 し も 綴 め し め ん 哉 。 宜 し く 瀧 守 に 譽 固 に 縁 る の 事 を 勾 当 せ し む
くし」と。是日、瀧守奏言すらく、

ふ ぐ

①「選士を置き甲冑を設くる所以は、本より警急に備え不虞を護らんが為なり。謹

んで検するに、博多は是れ隣国請遥之津、警固武術之要なり。而るに鄙と鴻か く

艫 と 相 去 る こ と 二 駅 。 若 し 兵 不 意 に 出 れ ば 、 倉 卒 に 備 へ 難 し 。 請 う 、 統 領 一 人

・選士四十人・甲冑四十具を鴻艫に移し置かんことを。

② ま た 謹 んで 検 す る に 、 承 前 、 選 士 百 人 、 月 毎 に 番 上 す。 今 尋 常 之 員 を 以 て 不 意

之 禦 ぎ に 備 う る も 、 恐 ら く は 機 急 之 事 、 実 に 支 済 し 難 か ら ん 。 請 う 、 例 番 之 外 、

更 に 他 番 の 統 領 二 人 ・ 選 士 百 人 を 加 え ん こ とを 」 と 。

詔して並に之に従う。

【史料 5 】『類聚三代格』巻 1 8 貞 観 1 1 年 ( 8 6 9 )  1 2 月 2 8 日 太政官符 2 通

① 応 に 統 領 一 人 ． 選 士 四 十 人 ・ 甲 冑 四 十 具 を 鴻 艫 館 に 遷 し 置 くべ き の 事
い わ

右 、 大 宰 権 少 弐 従 五 位 上 坂 上 大 宿 祢 瀧 守 解 状 に 侭 く 、 「 選 士 を 置 き 甲 冑 を 設 ける 所

以は、本より警急に備え不虞を護らんが為なり。而ろに今案内を検するに、博多は

是 れ 隣 国 輻 棲 之 津 、 警 固 武 衛 之 要 也 。 而 る に 廓 と 鴻 艫 と 相 去 る こ と 二 駅 。 若 し 客 兵

の 不 意 に 出 る 有 れ ば 、 何 を 以 て か 急 遼 に 応 ぜ ん 。 望 み 請 う ら く は 、 件 に 依 り 遷 し 置

き 以 て 禦 侮 に 備 え ん こ と を 」 者 、 大 納 言 正 三 位 兼 行 皇 太 子 傅 藤 原 朝 臣 氏 宗 宣 す、
う け た ま

勅 を 奉 わ る に 請 に 依 れ 、 と 。
② 応 に 例 番 の 外 、 他 番 統 領 二 人 ・ 選 上 白 ̅ 人 を 加 役 すべ き の 事

ｲ T 、 大 宰 権 少 弐 従 五 位 上 坂 上 大 宿 祢 瀧 守 解 状 に 僻 < 、 「 案 内 を 検 す る に 、 選 士 百 人 、

月 毎 に 番 上 す。 而 して 今 平 常 之 員 を 以 て 不 意 の 輿 ぎ に 備 う , 恐 ら く 機 急 支 え 難 く 、

後 悔 及 ぶ 無 し 。 望 み 請 う ら く は 、 例 番 之 外 、 更 に 仲 の 員 を 加 え 、 之 を 鴻 艫 館 に 置 き 、

イ < 虞 之 備 え と 為 さ ん 」 者 、 大 納 言 正 三 位 旋 行 皇 太 子 傅 藤 原 朝 臣 氏 宗 宣 す、 勅 を 奉 わ

るに蓋に依れ、と。

【史料6 1『類聚二代格」巻1 8 貞観1 2年 ( 8 7 ( ) )  I E # l  l 3 口火政官符

- ・ ノ q -
ｰ 口



応に甲冑井びに手纒・足纒、各おの一百十具を鴻艫館に遷し置くべきの事

右、太政官去年十二月廿八日大宰府に下せる符旨に依り、例番之外、更に他番の統

領二人・選士百人を加え、鴻艫館に置き詑んぬ。右大臣宣す、勅を奉わるに、人有

るも兵（武具）無くば、何ぞ機急に備へん。宜しく件に依りて遷し置くべし、と。

以上の記事に、関連する史料を加えて年表にまとめると、次の如くなる。
○天長3年（826）

1 1月 3日大宰府管内諸国の兵士を廃して、統領・選士を置く。大宰府には、統領8

人。選士 4 0 0 人を配す。 4番（ 4班）に分かれ、毎月交替で勤務。 1番は

統領 2人・選士 1 0 0 人。

○貞観11年 ( 8 6 9 )

5 月 2 2 日 新 羅 の 海 賊 が 博 多 津 （ 荒 津 ） に 停 泊 中 の 豊 前 国 年 貢 船 を 蕊 い 、 絹 綿 を 奪 っ

て逃走。
い ふ

1 2 月 5 日 鴻 艫 中 嶋 館 ・ 津 厨 等 保 護 の た め 、 夷 俘 を 要 所 に 配 置 す る 。
〃 2 8 日 ① 大 宰 府 配 備 の 統 領 ・ 選 士 の う ち 、 統 領 1 人 ・ 選 士 4 0 人 ・ 甲 冑 4 0 具 を 「 鴻

艫館」に遷し置く。

② 大 宰 府 に 例 番 の 他 、 更 に 統 領 2 人 ・ 選 士 1 0 0 人 を 増 員 し 、 こ れ を 「 鴻 艫

館」に配備する。

○ 貞 観 1 2 年 ( 8 7 0 )

正 月 1 5 日 甲 冑 井 び に 手 纒 ・ 足 纒 、 お の お の 1 1 0 具 を 「 鴻 艫 館 」 に 遷 し 置 く 。

こう し た 大 宰 府 防 衛 網 強 化 の 中 で、 当 然 鞠 智 城 に お いて も 強 化 策 が と ら れ た で あ ろ う 。

特 に 注 意 さ れ る の は 、 こ の 時 の 海 賊 は 平 戸 ・ 五 島 列 島 方 面 か ら 博 多 に 侵 入 し た と み ら れ （ 付

録 年 表 8 7 6 年 条 参 照 ） 、 よ り 肥 後 国 に 近 い 地 域 を 新 羅 の 海 賊 が 中 継 点 と して し ､ た 可 能 性 が

あ る こ と で あ る 。

そ の 後 、 8 9 9 年 （ 昌 泰 2 ） 4 月 に は 、 肥 後 国 の 史 生 1 名 に 代 えて 弩 師 1 名 が 置 か れ て い

る。

2 、 渤 海 遣 唐 使 の 薩 摩 ・ 肥 後 来 着 と 唐 情 報

次に注目したいのは、 8 7 3 年 （貞観 1 5 )  5 月 ･ 7 月 の渤海使の薩摩・肥後来着であり、

この時渤海使が伝えた唐情報である。

( 1 ) 渤 海 遣 唐 使 来 着 の 経 緯

（史料71『日本三代実録』貞観15年 ( 3 7 3 )    5月27日庚寅条

廿七日庚寅。是より先、大宰府言十、｜去る三ノ ’ 十 一日、何許の人を知らざる舶一艘、
さ , 、 そ う

， ‘ < 十 人 を 載 せ 、 薩 摩 国 甑 嶋 郡 に 漂 着 す 』 言 語 趙 じ 難 き も 、 何 用 か を 問 う に 、 其 首 崔 宗
天 〆 〕 A ， P ，

佐 ・ 大陳潤等、自ら書きて曰く、 『 「宗佐葬、渤海国の人なり。

{ ( ） 一

彼 国 王 、 大 唐 に 暹 人



して徐州を平らぐるを賀せしむ。海路浪険しく、漂邊して此に至る』と。国司、事意

を椎験するに、公験を書たず。書く所の年紀も、亦復た相違す。疑うらくは是れ新羅
ひ そ か

人、偽りて渤海人を称し、来りて窃 かに辺境を窺う歎。二舶を領将して、府に向う
之間、一舶風を得て、飛帆して逃遁す。」と。是日、勅して、「渤海は遠蕃にして我

に帰順し、鬘葡たる新羅は〔新羅は蟇爾にして〕久しく禍心を挟む。宜しく府国の官
つ ま び

司、審らかに推勘を加えしむくし。実に是れ渤海人なれば、須らく慰労を加え、根
を宛てて発帰すべし。若し新羅の凶党なれば、全て其の身を禁じて言上し、兼ねて管

内 諸 国 に 重 ねて 警 守 に 慎 し ま し む く し 。 」 と 。

【史料8】『日本三代実録』貞観15年7月8日庚午条

八日庚午。…是より先、大宰府馳騨して言す。「渤海国の人崔宗佐・門孫・宰孫等、
肥 後 国 天 草 郡 に 漂 着 す。 大 唐 通 事 張 建 忠 を 遣 わ して

是れ渤海国入唐之使にして、去る三月薩摩国に着き、逃げ去る之一艦也。価て宗佐等
＋

の日記、井びに寶つ所の蝋封の幽子、雑封書、弓劔等を奉進す」と。是日、勅して、
ま こ と

「宗佐等の申状を討議するに、是 に渤海の人なるを知る。亦た其の表幽・牒書、印
か ん か ん

封・官街（官職）等、先来入朝して此間に在る者と鐡校するに、符合すること一の
如し。崔宗佐等、既に隙を伺う之軒憲に非ず °善隣之使臣と請うべし。其の瓢泊の難

た て ま
渋、誠に瀞|血すべし。宜しく在所に衣根を支済せしむくし。上 つる所の蝋封の幽子、
雑封書等、其の印封を全うし、披閲を煩わす莫れ °亦た其の随身の雑物、秋毫も犯さ

ず、皆な悉く還與せよ。其の乗る所の二舶、設し破損有らば、勤めて繕修を加え、以

て波を凌ぐに足らし、早く好去を得しめよ。 但し宗佐等、彼の国の名盲之人なり。 壼
よ

んぞ我朝之相善くするを知らざらんや。然れば則ち瓢着之日、須らく情実を露わし、
以て恩済を望むべし。而るに飛帆して逃亡するは、還りて軒賊に似たり。我が仁恕に

し

非ずば、何ぞ重訣を免れん。宜しく責むるに過契を以てし、其の非を悔い{卑むくしj
と。

（ 2 ） 渤 海 使 が 伝 え た 唐 に お ける 龍 動 （ ほ う ぐ ん ） の 乱 情 報

この一連のできごとの中で注目したいのは、崔宗佐らが、自分たち渤海遣唐使の目的が、

徐州平定を慶賀するためであると述べていることであり、これを日本側が記録に留めてい

ることである。「徐州を平らぐるを賀」すとは、これより先、868年に起こり翌年まで続

いた、徐州を中心とする瀧勤の乱が平定されたことを慶賀するために渤海王がら唐に使者

を派遣したことを意味している・廃勤の乱の概要は次のとおりである。

唐は、南詔（雲南地方にあった王国）の侵攻に対する安南地域防衛のため徐州（江蘇省）
で募兵し、応じた兵士を桂川（現在の広西チワン族自治州桂林市）に配備した。ところが

当初の任期を延長されたため故郷を遠く離れた兵士たちは不満を募らせ、ついに成通9

年（868）7月、 瀧勤を首領とし、武器をもって立ち上がり、 故郷に向けて北上を始めた。

途中では抵抗らしい抵抗にもあわず、9月には徐州に迫り、10月にはこの地域 絹 :を統括
じよ し

している徐泗観察使の治所である彰城を藩とした。これを機に勢力は急激に増大し、民衆

事由を霞間し、 情状を審実するに、
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や在地の土豪が彼らに加わった。これにより、兵士の乱から始まった廃勤の乱は、唐の朝
廷に対する民衆反乱へと様相を変え、戦乱は徐州・宿州・寿州・濠州など准河から揚子江
に至る地域に拡大した。こうした動きに対して唐は、南北から攻撃を加え、威通10年( 869)
9月、ついに廃動を破り、平定することができた。こうして瀧動の乱自体は1年余で平定
されたが、この後も唐の混乱は続き、黄巣の乱（874～884）が起こり、やがて唐は滅亡（907
年）の時を迎えることになる。

渤海遣唐使崔宗佐らは、この瀧勤の乱が平定されたことを慶賀するための使者として派

遣されたのであるが、唐に到る前に航路をはずれ、薩摩に漂着してしまったのである。

（2） 徐州地方と日本

『日本三代実録」5月27日条には「賀平徐州」と記されているのみであるが、大宰府官

は 詳 し くそ の 情 勢 に つ い て 聴 取 し た に 違 い な い 。 7 月 に 1 船 が 天 草 に 漂 着 し た 際 に は 、 大

宰 府 か ら 大 唐 通 事 張 建 忠 を 派 遣 して 、 「 事 由 を 霞 間 し 、 情 状 を 審 実 」 して い る （ 傍 線 部 参

照）。異国人来着の際には、詳しく事情を聴取することが逃し詔よ骨に定められている。
【 史 料 9 】 「 公 式 令 」 遠 方 殊 俗 条

凡 そ 遠 方 殊 俗 の 人 、 来 た り て 朝 に 入 ら ば 、 所 在 の 官 司 各 お の 図 を 造 れ 。 其 の 容 状 ・ 衣
つし、 お わ し た が い

服を画いて、具さに名号・処所井せて風俗を序 でよ。詑 らんに随て奏聞せよ。
朝廷では徐州周辺における乱の発生を聞いて驚いたに違いない。戦乱の舞台となった徐

州 ・ 宿 州 等 は 日 本 の 遣 唐 使 に と って な じ み の あ る 土 地 で あ っ た 。

【史料10】円仁「入唐求法巡礼行記』開成4年(839)  3月25日条
わ い が

卯の時、発つ。風は正西より吹く °准（河）に乗りて東行す。末の時、徐州管内漣水
し

県の南に至 l 1 り 、准中に停宿す。※ただし徐州は泗州の誤りか
よ う き よ う

この他、戦乱の主要舞台の一つ宿州（涌 橋）は、日本の遣唐使が利用する揚州一楚
州 一 泗 州 一 宿 州 一 一 沐 州 一 洛 陽 - 長 安 と い う ル ー ト 上 に あ る 要 衝 の 地 で、 た と え ば

し じ つ が ん り ひ つ

『資治通鑑』巻233．貞元4年11月条に「李泌上（徳宗）に言して曰く、江准の漕運、涌
橋を以て咽喉と為す。地、徐州に属し、…」、 あるいは『旧唐書」巻152  ･張萬福伝に、

「李正己反す。将に江准路を断たんとす。兵を会して涌橋・渦口を守らしむ。 j等とみえ

る。

（ 3 ） 過 去 に お け る 唐 反 乱 情 報 へ の 対 応

徐 州 の 乱 を 聞 い た 日 本 は どの よ う な 反 応 を 示 し た か 、 残 念 な が ら 具 体 的 な 史 料 は な い 。

こ こ で 参 考 に し た い の は 、 8 世 紀 半 ば に 起 き た 安 禄 山 の 乱 情 報 が 渤 海 を 経 て も た ら さ れ た

際 の 対 応 で あ る ，

【史料111『統H本紀』天平宅字2年(758)  12月戊申( 20)条
戊申。遣渤海使小野朝臣田守等、唐国の消息を奏して曰く、「大宝十四教歳次乙未十

一 月 九 日 、 御 史 大 夫 液 萢 陽 節 度 使 安 緑 山 反 す。 … 其 の 唐 I そ の 渤 海 匡 | 王 に 蜴 える 勅 耆 一

巻 、 亦 た 状 に 副 えて 進 つ る 。 」 と ， 是 に 於 て、 大 宰 府 に 勅 して 曰 く 、 友 緑 l l l は 是 れ 狂

胡 の 狡 竪 也 ， 天 に 途 い て 逆 を 起 こ す。 事 必 ず 利 あ ら ず。 疑 う ら く は 是 れ 西 を 計 る 能 わ
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ほ う た い

ず、還りて更に海東を掠めん。古人曰く、『蜂蔓（さそり）すら猶お毒あり。何ぞ
そ ち だ い に せ き が く

呪んや人を乎・』と。其れ府の帥 船王及び大載吉備朝臣真備、倶に是れ碩学にして、
あ ら え ら

名、当代に顕 わる。簡 ぶこと朕が心に在り、委ぬるに重任を以てす。宜しく此状を
た と

知り、預じめ奇謀を設け、縦使い来らざるも、儲備悔ゆること無からしむくし。其の
っ ぶ さ

謀る所の上策及び応に備うべき雑事、一一具 に録して報じ来れ･」と。
【史料12】「続日本紀』天平宝字3年(759 )  3月庚寅(24日）条

ま さ

大宰府言す、府官の見る所、方 に不安なる者四有り。
① 警固式に拠るに、「博多大津及び壹岐・対馬等要害之処に、船一百隻以上を置き、

以て不虞に備うべし」と。而るに今船の用ゆべきもの元し。交、機要を欠く。不安
の一也。

や へ ん じ ゆ

② 宰府は三面海を帯び、諸蕃是に待つ。而るに東国の防人を罷めてより、辺戌日
に以て荒散す。如し不慮之表、萬一変有らば、何を以て卒かに応じ、何を以て威を

示さん。不安の二也・

③ 内の防人、一に城を作るを停め、勤めて武藝に赴き、其の戦陳を習わしむ。而し

て大載吉備朝臣真備論じて曰く、「且つ耕し且つ戦うは、古人善しと稻す。乞う五

十日教習して十日築城に役せんことを」と。請う所行うべしと錐も、府僚或は同ぜ

ず。不安の三也・

④ 平四年八月廿二日勅有り、所有兵士全て調庸を免じ、其の白丁は調を免じ庸を諭
お お

す。 当 時 、 民 息 み 兵 強 く 、 辺 鎭 と 請 う べ し 。 今 管 内 の 百 姓 、 乏 絶 す る 者 衆 く 、 優
復（免税等の優遇策）有らずば、以て自ら鱈わうこと元からん。不安の四也・

勅して、「船は、宜しく公糧を給い、雑儘を以て造るべし。東国の防人は衆議允さず。
価 て 請 い に 依 ら ず。 管 内 の 防 人 を 十 日 役 す る 者 、 真 備 之 議 に 依 れ 。 優 復 は 、 政 、 其 の

理を得ば、民、自ら富強ならん。宜しく所職を勉めて、以て朝委に副うべし」と。

この当時の朝廷の権力者は藤原仲麻呂で、中国の学問にも通じた人物であった。そうし
資 質 と 関 わ っ て 、 安 禄 山 情 報 を 海 の 向 こう の 出 来 事 と 、 決 して の ん び り と 構 えて は い なた 資 質 と 関 わ っ て 、 安 禄 山 情 報 を 海 の 向 こう の 出 来 事 と 、 決 して の ん び り と 構 えて は い な

い 。 「 安 禄 山 の 反 乱 軍 は 洛 陽 か ら 長 安 へ の 進 軍 は 難 し い だ ろ う 。 そ う す る と 矛 先 を 東 へ と

転じ、場合によっては日本に向かってくる可能性がある，だから万一に備えての防衛を講

じるように」と指示しているのである。鋭い外交感覚と評することができるであろう。そ

の後、さらに新羅を後援する唐の混乱に乗じて新羅遠征計画まで樹立する（けつきよく中
止 と な る が ） 。

こうした前例があり、廃勤の乱についての情報を得た朝延も参誉にしたであろう。大宰
府 を 中 心 と す る 防 衛 網 の 強 化 が 図 ら れ 、 鞠 智 城 も 防 衛 拠 点 の - つ と し て 、 強 化 の 方 策 が 指

示されたに違いない。

なおI籠勤の乱情報は、894年（寛平6） の有名な菅原道真ゾ)遣唐使派遣の再検討を求め

る 、 い わ ゆ る 埋 讓 に も 影 響 を 与 えて い る よ う に 思 わ れ る ( f E - ! ]  ,

【史料131『菅家文草』巻9･寛平6年 ( 894 )  9月 l l fl i l i ↑菅原道真奏状
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臣等、伏して旧記を検するに、度々の使等、あるいは渡海にして命に堪えざる者有り
或いは賊に遭いて遂に身を亡ぼす者有り。 通じるものがある。
飢寒の悲しみあるを見ず。中瑳（在唐日本人留学僧）申報する所の如く

の事、推して知るべし。」

道真が触れている唐の混乱については、直接には黄巣の乱による荒廃を指しているであ
ろうが、瀧動の乱についての情報も含まれていると思われる。

む す び

以上、「鞠智城に9世紀末に新しい礎石建物が建てられている」ことに注目し、東アジ
ア情勢との関連から検討を加えてきた。これまで指摘されている新羅問題だけでなく、漂

着渤海遣唐使によって伝えられた唐情勢は、唐・新羅に対するさらなる警戒と緊張をもた

らし、大宰府防衛網が強化され、重要拠点である鞠智城においても、その一環として整備

・強化がはかられた事実を、長者原地区の9世紀末の建物跡は物語っているのではないか

との憶測を述べた〔注 5 〕。

この後も、時期は降るが945年（天慶8）に肥前国高来郡肥最埼（現在の長崎県長崎市

野 母 崎 ） 方 面 に 呉 越 国 （ 唐 滅 亡 後 の 十 国 の 一 つ で、 杭 州 を 中 心 と す る 国 ） 商 船 が 来 着 し た

事例などをみると、鞠智城周辺の地政学的な位置づけに変化はない。文献史料では、鞠智

城 に 関 して は 、 『 日 本 三 代 実 録 』 元 慶 3 年 （ 8 7 9 ） 3 月 1 6 日 条 の 「 肥 後 国 菊 池 郡 城 院 の 兵

庫 の 戸 、 自 ら 鳴 る 。 」 と い う 記 事 を 最 後 と して い る が 、 発 掘 調 査 の 成 果 を ふ ま えて、 鞠 智

城存在の下限時期の問題について、さらに考察を進めたいと考えている。

【注）

（ 1 ） 西 住 欣 一 郎 氏 ( 1 9 9 9 ) の 研 究 に よる 。 な お 長 者 原 地 区 の 9 世 紀 末 の 建 物 と は 3 6 号 建

物 （3間4間）を指している（熊本県教育委員会2012    61～62頁、11O～112頁等参

照）。

（2） 石井正敏2012 a参照。なお2003年には鴻艫館遺跡から鎧の一部が出土している。
（3）この年（貞観11年 ) 5月 2 6 H、陸奥で、昨年の東日本大震災に匹敵する地震と大

津波が起こり、大きな被害を出した。年号をとって貞観地震とよばれている（石井正
敏2012 b参照）。

（4） 石井正敏2011参照。

（5） ただし、小西龍三郎氏(2012)は、 主に長者原・長者山周辺の建築物により、 「古

代山城としての機能が9世紀中期には消失し、 ′ 1 ,規模な郡倉とその管理舎的な施設へ

と変化している」 （444頁）と論じられている。

【参誉文献】

石井正敏2011「寛平8年の遣唐使計画について」（中央入学人文科学研究所編『情報の歴
史学」中央大学出版部）

石井1E敏2012a「貞観11年(869 )の天災と外虐」(|『中央史学』35号）

唯 未 だ 唐 に 至 り て 難 阻

ん ば 、 未 然
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石井正敏2012b「貞観11年の震災と外憲」（歴史学研究会編『震災・核災害の時代と歴史

学』青木書店）

板楠和子 2 0 1 2 「「肥後国」と「鞠智城」」 （熊本県教育委員会 2 0 1 2 第 V 章第 3 節）

熊本県教育委員会 2 0 1 2 『 鞠智城跡Ⅱ一鞠智城跡第 8 ～ 3 2 次 調査報告』

小 西 龍 三 郎 2 0 1 2 「 建 築 か ら 見 た 鞠 智 城 」 （ 熊 本 県 教 育 委 員 会 2 0 1 2 第 V 章 第 2 節 ）

笹 山 晴 生 ・ 熊 本 県 教 育 委 員 会 2 0 1 0 『 古 代 山 城 鞠 智 城 を 考 え る - 2 0 0 9 年 東 京 シ ン ポ ジ

ウム の 記 録 」 （ 山 川 出 版 社 ）

西住欣一郎 1 9 9 9 「 発掘からみた鞠智城」『先史学・考古学論究」Ⅲ（龍田考古学会）

濱 田 耕 策 2 0 1 0 「 朝 鮮 古 代 史 か ら み た 鞠 智 城 一 白 村 江 の 敗 戦 か ら 隼 人 ・ 南 島 と 新 羅 海 賊 の 対

(笹山晴夫2010 )
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826年（天長3) 11月3日、大宰府管内諸国の兵士を廃して、統領・選士を置く。大宰府には統領8人

・選士400人を配す。4番(4班）に分かれ、毎月交替で勤務。1番は統領2人・選士100人。

858年（天安2）閏2月24日肥後国、菊池城院の兵庫の鼓、自ら鳴る由を報ず。25日、また鳴る。5
月1日、肥後国菊池城院の兵庫の鼓、自ら鳴る。また不動倉l1宇、焼失。

859年（貞観元）正月22日大宰府、筑前国志摩郡の兵庫の鼓、自ら鳴り、庫中の弓矢に声有り、外に間
こゆとの報を伝える。

866年（貞観8）2月14日、神祇官、肥後国阿蘇大神怒気を懐蔵す。是により、疫瘻・隣境の憂いある

べしと奏上。勅して、大宰府城山四王院等で金岡l1般若経等を転読させる。同16日、摂津住吉神社

において、兵疫消伏のため、金剛般若経等を転読させる。4月17日、この頃京師に頻りに怪異あ
り。陰陽寮、隣国入憲の予兆とする。よって大宰府に警固に努めるべきことを命じる。7月15日、

大宰府、肥前国基津郡の人川辺豊穂が、同郡擬大領山春永から、新羅人とともに新羅に行き、武器

の製造技術を学んで帰国し、対馬嶋を討ち取ろうという計画を持ちかけられたと告げたことを報
ず。藤津郡領、高来郡擬大領らが共謀しており、射手45人の名簿を添える。是歳、隠岐国浪人安

曇福雄、前隠岐守越智貞原が新羅人と共謀して謀反を企てていると密告（869年10月、証告である

ことが判明）。

867年（貞観9）5月26日、八幅の四天王像五鋪を造り、伯耆・出雲・石見・隠岐・長門国に配付。国

司に、新羅に近く、尊像を供えて修法を勤仕し賊心調伏に努めるべきことを命じる。5月26日、

太政官、卜笠の結果、新羅入憲の予兆とでたため、隠岐国に警固に努めるべきことを命じる（他の

辺要国に対しても同様か）。

868年（貞観10･唐威通9 )7月、（唐）瀧動を首領とする徐州兵士の乱、起こる。

869年（貞観11･唐成通lO )  3月7日、隠岐国に弩師を置く。5月22日新羅海賊、博多湾に停泊中の

豊前国年貢船を雲い、絹綿を奪って逃走。7月2日、大宰府司の怠慢を誼責する。同14日、肥後

国に地震・暴風雨。大きな被害をもたらす。9月、（唐）朧勤の乱、平定。11月29日、長門国に

弩師1名を置く。12月5日、大宰府鴻艫中嶋館・津厨等保護のため、夷俘を要所に配置する。同

14日、伊勢大神宮に奉幣し、新羅海賊のこと、大宰府の庁舎に大鳥が集まるという怪異が隣国の兵

革（新羅の侵攻）の予兆とする占い結果が出たこと、肥後国の地震のこと、陸奥国のく異常なる〉

地震のこと、自余の国々にも地震等が起こっていることを列記し、新羅退散を祈願する。同17日、

新羅海賊等のことにより、五畿七道諸国に、境内の諸神に班幣し、後害を予防させる，同25日、

勅して、五畿七道諸国に地震風水の災害ならびに隣兵入志を防ぐため、金hl l l般若経を転読させる。

同28日、①大室府配備の統領・選上のうち、統領1人・選士40人・甲冑- IO具を鴻艫館に遷し置

く。②大宰府に例番の他、更に統領2人・選士100人を増員し、これを鴻艫館に配備す̅る《，同29

日、石清水八幡宮に奉幣し、伊勢大神宮と同じく、新羅退散等を祈願する，

870年（貞観12)正月13日、，ど岐嶋に冑・手纒等200具を配備する。同15日、甲冑丼びに手纒・足纒、

おのおの110具を鴻艫館に遷し置く｡2月12日、諸国（山陰道か）に弩師の通{ ｢者を選び報告さ

せる。また是より先‘人宰府、新羅との阿境で捕らえられた対馬島民が帰国し、新羅か大船を造り、

‘ 、 ハ
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軍事教練を行い、対馬鴫を奪おうとしているとの情報をもたらしたことを伝える。是日、勅して、
新羅の入冠に備えて、因幡・伯耆・出雲・石見・隠岐等に警固を命じる。同15日、八幡大菩薩宮

・香椎廟・宗像大神・甘南備神に奉幣し、地震風水等のこと及び新羅憲賊の防禦を祈る。同20日、
大宰府に勅して、新羅海賊と共謀の嫌疑で捕らえた新羅人を陸奥の空地に配す。同23日、大宰大
弐藤原冬緒管内の国嶋において峰火の調練を請う。5月19日、出雲国の権史生を弩師に遷補す。
6月7日、対馬嶋に選士50人を置く。同13日、これより先、大宰府、肥前国杵嶋郡の兵庫震動し、

鼓が二度鳴るとの異変を報ず・これを|､するに、隣兵を警戒すべしとの結果がでる。よって是日、
勅して、筑前・肥前・壱岐・対馬等に警戒を命じる。また大宰府、先日拘禁した新羅人30人のう
ち7人が逃亡したことを報ず。8月28日、これより先、対馬嶋、新羅に近く、侵略の恐れがある
ので、弩師1名を置くことを請う。これを許す。9月15日、先日拘禁した新羅人を武蔵・上総・
陸奥等に配置する。陸奥に配した新羅人の中に、瓦作りの職人がおり、「陸奥国修理府」で造瓦に
従事させるとともに、技術を伝習させる。11月13日、筑後権史生佐伯真継、（上京して）新羅国
牒を奉進し、大宰少弐藤原元利萬侶が新羅国王と通謀して国家を害せんとしていると告ぐ°真継の
身柄を検非違使に付す。同17日、大宰府に勅して、藤原元利萬侶らの身柄を拘束させる。また椎
間密告使を大宰府に派遣する。同26日、佐伯真継を防援に差し加え、大宰府に下す。

871年（貞観13)  8月16日、伯耆国に弩師を置く。

873年（貞観15)  6月21日、武蔵国、貞観12年に遷配された新羅人のうち3人が逃亡したことを報ず。
諸国に捜索を命じる。9月8日、貞観12年に上総に配された新羅沙門ら2名が甲斐山梨郡に到る。
本処に還らせる。9月25日、大宰府、対馬嶋司から送還されてきた新羅人32人を鴻艫館に滞在さ
せる(12月22日、勅して、漂着を装って国情を探っている疑いもあるため、事情聴取の上で早く
放帰させる)｡  12月17日、大宰府、貞観11年の新羅入憲以来、統領・選士を増員した。その食料
等の経費にあてるため警固田の設置を求める。これを許す。

874年（貞観16)  6月3日、唐商人の乗る1艘 肥前国松浦郡に来着,8月8日、是より先、大宰府、
新羅人12人が対馬嶋に漂着したことを報ず。是日、事情を聴取した上で早く放還させる。

875年（貞観17)正月22日、石見国に弩師を置く。6月20日、大宰府、大烏2羽が肥後国玉名郡の倉
の上で西に向かって鳴き、また数百羽が菊池郡倉舎の葺草を唾み抜く由を報ず。同26日、大宰府
に肥後同内の明神に班幣し、大烏・群烏の怪異を懐わせる。是月、（唐）黄巣の乱、起こる（～884
年6月）

876年（貞観18)  3月9日、大宰権帥在原行平の起請により、肥前[玉|松浦郡庇羅・値嘉両郷を併せて上
近・下近2部とし、値嘉嶋と号す。唐・新羅人ならびに日本の遣唐使等は必ずこの鴫に立ち寄る。
貞観11年_ (869)の海賊も同嶋に立ち寄ったという。また唐商人はこの嶋で香薬を採取し、貿易品
に川|えているという。同13日、大宰権帥の起請により、管内六国の防人9fl人に警備の実態がない
たY)、配備を止め、役料を徴収することとする。

878年（元慶2）7月13日、大宰府に、卜笠が隣国の入准を,示したので、警戒すべきことを命じる。
879年（兀篭{;）2ﾉ15日、肥前国に弩師を置く。3月16日、肥俊[EI菊池郡城院の兵庫の戸、自ら鳴る。
880年（兀澄-↓）8月7日、佐腰国に弩師を置く。同12日、：睡俊圧|に弩師を置く．

ll川、 “LI : )黄巣、長安を陥れる。
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884年（元慶8）5月、（唐）黄巣、朱全忠らの軍に敗れる。

是歳、新羅人徐善行ら、漂着（肥後国天草郡か）。

885年（仁和元）6月20日、是より先、4月12日、大宰府、新羅国の徐善行・高興善ら48人が肥後国
天草繩に来着したことを報ず°前年漂着した際に食料等を支給され無事に帰国できたことの答礼の
ために来日したと言い、携行の新羅執事省牒の写し、及び積載の貨物目録を伝える。是日、勅して、
新羅人が漂着を口実に国家を窺う疑いがあるので、放還させる。8月1日、陰陽寮、北境・西辺に
兵賊あるべき由を言上。よって北陸道諸国及び長門国 大宰府に命じて警戒を厳重にさせる。

890年（寛平2）10月3日、隠岐国、新羅人35人の漂着を言上。
891年（寛平3)2月26日、昨年隠岐国に漂着した新羅人に食料を支給する。

892年（寛平4）（新羅）是歳、新羅の将軍頚萱、自立して王を称す（後百済の建国）。
893年（寛平5）3月3日、長門国に漂着した新羅僧3人に食料を支給して帰国させる。5月11日、新

羅の賊、肥前国松浦郡を震う。閨5月3日、大宰府、新羅の賊が肥後国飽田郡に入定し、民家を焼
いて肥前国松浦方面に逃走したことを報ず。6月20日、大宰府、新羅の賊のことを報ず。勅符を

賜う。

894年（寛平6）2月22日、大宰府飛駅使、新羅賊の入題を報ず ° 3月13日、大宰府飛駅使、新羅賊

が辺嶋に入定したことを報ず。4月14日、大宰府飛駅使、新羅賊が対馬鴫に入定したことを報ず。

同16日、大宰府、新羅賊追討のため将軍の派遣を請う。参議藤原国経を権帥に任じて派遣。同17

日、大宰府に新羅賊追討を命じ、また北陸・山陰・山陽諸国に警固を命じる。ついで大宰府、少弐

清原令望を討賊使として対馬鴫に派遣。同18日、東山・東海道の勇士を召集。同19日、伊勢大神

宮に奉幣し、新羅賊の追討を祈る。同20日、石清水八幡宮以下の諸社に奉幣。また陸奥・出羽国

に警固を命ず。8月9日、対馬嶋に再び防人を置く。8月21日、遣唐使を任命。大使菅原道真、

副使紀長谷雄ら。是日、能登国に、越後・佐渡等の例に準じて弩師を置く。9月5日、対馬嶋司、

新羅の賊船45艘来雲の由を大宰府に報ず。同13日、大宰府に弩師1名を加え置く。同14日、菅

原道真、遣唐使の派遣について再検討を求める（けつきよく、実施されず）。同17日、対馬嶋司

文室善友、郡司等を率いて新羅の賊と戦い、300余人を殺す。捕虜にした新羅人、本国の飢饅によ

り100艘･ 2500人で雲ったこと、賊の将軍の中には唐人もいることなどを語る。その後、大宰府か

らの報告が相次いで届く。同19日、延暦年中に停止された出雲・隠岐両国の峰燧を再び置く。同

23日、山陵に奉幣。10月6日、大宰府、新羅賊船退去の由を報ず。

895年（寛平7．唐・新羅）3月13日、博多警固所に夷俘50人を加え置き（計100人）、新羅の賊に

備えさせる。7月20日、越前国に弩師を置く｡9月27日、大宰府、壱岐嶋の官舎が新羅の賊によ

り悉く焼失したことを報ず°11月2日、伊予[E Iに弩師を置く。12月9日、越中国に弩師を置く。

899年（昌泰2）4月5日、肥後国に弩師を置く。

9(17年（延喜7）4月、（唐）唐、滅亡。

91尉年（延喜18)是歳、（新羅）王建、自立して高露Fを称す-る。

933年（承平5）是歳、（新羅）新羅王、高麗に降る。

936年（承平6)是歳、（高麗）王建、後百済を滅ぼし、朝鮮､|2島を統一，

l u
j I 1



1．鞠智城の時代と律令国家の地方官衙

鞠智城は7世紀後半築造、698年修造され、879年まで記録に残り、考古資料からはl0世紀半
ば頃まで存続した。この時期は律令国家の時代であり、それを支えた地方官衙（国府･郡家や城柵）
が設置された。鞠智城の機能は①有明海の対外防衛、②太宰府の物資･兵器備蓄、③南九州支配と
されるが、地方官衙との比較検討からこれを考えてみたい。
2．国府(国衙)と郡家(郡衙）

国府と郡家の中枢施設は政庁(国庁･郡庁)であり、儀礼や政務などを行った。政庁は基本的に正
殿・脇殿が広場を中央にして．字形配置をとり、周囲を築地塀･板塀等で遮蔽した平面方形の施設
である｡構造は中央の宮殿と共通し､規模は国と郡､等級による格差があった(国庁は50～100m)。
建物は一般的に大型で規格的な配置をとり、とくに正殿は大型で席付き、南門は八脚門の格式高
い建物構造をとる。

政庁のほかに倉庫館･厨家等がある。郡家には、周囲を溝で囲み、大型の高床倉庫(総柱建物）
が規則的に配置された正倉が置かれた。倉庫には長い平地式(側柱建物)もあり、上野国佐位郡に
は平面八角形の巨大校倉があった。正倉は郡家以外にも置かれることがあった。

3．東北地方の城柵

最古の城柵は647年の越の淳足柵で、同じ頃陸奥の仙台郡山遺跡(多賀城前身)が造営され、文
献上812年まで20箇所ほど設置された。国府や郡家等の官庁でもあった。移民の配置などで地域
開発を進めたが、蝦夷との抗争は9世紀初頭まで長く続いた。城内に政庁(内郭)や実務官衙をお
き、全体を城壁(外郭)で囲むところに軍事施設としての特徴がある。内郭･外郭は材木列か築地の
塀で、外郭には櫓や内枡形などの防御施設を伴う。

4．地方官衙からみた鞠智城

鞠智城の｢．字形配置｣を構成する正殿相当の62建物、脇殿相当の63･ 19建物は、左右対称の配
置ではなく周囲の遮蔽施設もない。また｢広場｣が東西60m以上と大きく、地形が西に傾斜するな
ど、官衙の政庁との差異がみられる。南九州では東北と共通した辺境支配が行われたが、多くの
城冊が設置された形跡はない。また鞠智城はそこから100 km以上離れており、現状では明確な政
庁は発見されてはいない。有明海沿岸は占墳時代以来朝鮮半島との関係が強いが、それだけ対外
的な防衛が必要な地域でもあったのではないか、

地方官衙と鞠智城

坂井秀弥（奈良大学文化財学科）

- 3 9 -



1

2

建物遺構の変遷第11期 (1 ･2とも熊本県教委2012)

- - I ( ) -



内裏

■ ■ ■I■

l 4 1朝集殿院

l宮部．国庁．郡庁の織造比較〔奈良文化財研究所，2004より作成〕

印 A し つ 可 』 勺 唾 ↓ I

国司の元日朝拝

＊「儀制令』元日国司条
「凡そ元nには、国司皆僚屈郡苛|津を率1,,-,言、
庁に向かいて朝拝せよ”詑りなば長官賀受;ナよ’
宴を設くるこ,とは聰せ。此れ食にI,1.、41 4|"画物
及び正倉を以て允てよ・（略）I

一踵卦一…．
南門

0              50mhI - ̅ 一 M ̅ ̅ i
l                   I画 一 . 一＝一軍G鹿足一＝ I

① 下野国庁(Ⅱ期8世紀後半頃）近江国栗東郡庁(岡遺跡）

ー ー ③

<府中市数委ﾉ､｡ンﾙｯﾄ）
微人の執偏団景

・ ・ ②

① 藤 原 宮 ② 大 宰 府 政 庁 ③ 多 賀 城 政 庁
④下野国庁⑤近江国庁 ⑥常陸国鹿島郡庁(神野向遺跡）
⑦美作国久米郡庁(宮尾遺跡）

2

-

饗

3

jil

I

］

忌防

1

1

1 『 ･ 守 0 0

声 〆

蕗些｡

、 ､ f

､0

1

一

41

大極殿

I■■

!=ﾛ’
- - -」

Ｅ
１
４
ｒ

４
-
。
’
■
■
０
１
０
人
？
６
宮
も
Ｉ
９
ｌ
ｐ

Ｉ
。
←
４
７
９

-
口
 
東
脇
殿

圃溌殿
諏
正

一

。掘
立
柱
塀
（
板
塀
）

西
脇
殿

０
１
１
１-

一

朝
堂
院

一
一

１
１
１
１

脳、
八
ｉ

、
ａ
砲
ユ

、
．

野
毛
与
、

酬
 
帆
，
↓
．
ｔ
｛

、
１
１
-１
Ｊ
■

且

■

一

ｒ

寺

ｐ

Ｉ
 
１
Ｄ

０

、

’
１

１

・
ｊ
７
６
Ｆ
ｂ
ｒ
Ｏ
２

△
口
礪
□
▲
衷
恥
・
坐
口
副
Ⅷ
-叩
- 
一
一

〃
-
・
・
丁
１
二
Ｊ
。

ａ
頁
㈹
』
副

Ａ
悪
 
滝

１
-
．
淵
・
一
‘

が
即
い
ぃ
-副
 

-Ｌ
ｑ

公

Ｍ

Ⅱ

り

い

-
Ｔ

・

｝

-
１

勺

６
画
０
Ｊ
い
，
壁
毎
《
吋
一
ｑ

。
Ｊ
ロ

＃
一
・

“■
ｎ
ｍ
-」
抑
》
凸
ロ
Ⅳ
恥
Ⅷ
勺
 
１

-掘
隆
ｕ
-ｆ
隅
ｉ
》
い

■■

弓
一

ロ ロ
ロ ロ

■ ■



； ド ト レ ン フ

2 4 号 潟

トレン ･傍

l

【 一 ﾛ ｰ 【 一 ﾛ 
ｰ ｰ i

上野国新田郡庁・正倉（天良七堂遺跡）

群 馬 県 太 田 市 市 教 委 作

1I1第一･土釘

‘ 歯 第 二 上 愈

i{ ;輔六-Lgi
鞭 舗 " 土 宮
東弼六 t 訂

怠

長駆 . l * i 長泓
‘ ’ 師屋．鮒 | |屋

訓踊．｛i
‘ 制 堅 ‘ 1 両

|‘西慰ミヅ瀝’劇哩，祇認

剥離．｛脈I

j 号 幾 巳 浮 1 界

’ 1
上 ､

ﾉ

4 j{）:｜弓滝吻,帥
Ibl？

二 一 L _ 』 二 二 ・ 一 セ ー ー ー ニ ー ー ゴ

(誰小呉數委2( ) 12 )

鋪一員士街．

軸呵'3嗽．
第一土念，
第二士(ﾔ、
け輔二:,土倉

瞳

l!i !',･. 19'i跡全体図

2上野国佐位郡正倉（三軒屋j量跡） 群馬県伊勢崎市前沢2009

臼‘グローロ
1 8 号 潰

7 R l J ソ ¥

1 1

、

0

成

|蛎 _躍
{禰恩．

多患雫舎珍 ｜ト レ ン チ

, 〆

、4日〆も凸7 ト レh

50ｨ､. I

二 鮪

四鐺
i肩壗
｜盾罵

̅W′
- 1 A ご

西

.lt
北
叩

上:1泊一

1 ，
I
. - ◆

’ ’
1--＋

､ 1

､ ｜

凸

3

◆

ノ

1

11

垂

F 筍 ‘ 計一Fj1午昌．

職I堤

4 . . j & . 公 文

- 4 2 -

↓

限満

子

1

夷山道駅路(下釿田ルート．’

I

ｊ
倉
・
葱
 
向
 
禽
 
倉

土
 
屋
 
上
 
土
 
十

一
 
弓
 
三
 
丘
 
四

第
一
Ｊ
塘
 
巍
調

鞭
 
歯
 
輩
 
化
 
北

Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｌ
Ｉ
ｌ

》

司

沢
今-
，１→
一
肥白Ｆ１-

命
詞
印
-
-

割
 
舎

・
宇
風
一
剛

-
０
０
畠
Ｉ
 

』

- 
Ｊ
、
一

一
 
ご
 
地

一
軒
函
-

一
宮
０

-
穂
一
輪
 
詞
《
種

蒲
 
禰
↓
葱
 
漸
-．

Ｉ

Ｆ

‘
Ｌ

歩
昭
ｌ
ｐ
ｂ

１
Ｊ
↓
１
Ｊ
・
１
Ｌ
 
二
吋
凸
些
」
ノ

。

〃

ｆ

１

副

ｆ

ｊ

Ｌ

恥
矧
謝
罪
・
』
砺
瓢
一
瞬

へ
咽
「
 

Ⅲ
卸
ｌ
ｌ
ｐ
ｑ
ｊ
ｊ
岬
ゴ
 

ロ
ザ
■
Ｉ

か

４

宮

Ｌ
。
 

１
１
 

一
Ｊ
可
 

〃
…

・
一
・
／
輔
 

蕊
 

叫

一
１

京
十
・
筒
揖
ｒ
昨
》
對
“可

Ｂｒ４-
ｑ

一
七
-
Ｆ
１
国

，
５
１
６
令
守
，
ｌ
“Ｔ

ｒ
Ｔ
Ｐ
Ｕ
９
０
１
Ｊ
ｊ

ｌ
 

一
・
１

・
１
４
Ｆ
-
４

’一
コ
一
汁
川
禽
》
，
-宝
・
葱

Ｆ
ｒ
ｌ
・
今
凸
’

二
畠
●
戸
；

１
．
 
、
。
’卜
巴
-、
 
守
り
苛
刊
 
“

１
 
群
・
Ｉ
 
ｋ
↓
’一

１
凸
１
-
Ｌ
１
１
１
）
Ｂ
ｆ
ｐ
“
・
勺

１
 

．
パ
『
 

０
ｆ
●
典

Ｊ
１
。
、
 

↑
。
芳
，
Ｊ
-□

ゞ
吟
 
。
 
」
一
 
Ｊ
．
一

一
》
神
州
雑
》
仲
搾
》
｜
型

一
中
 
中
 
中
 
第
 
曾
 
巾
 
化
』
ｒ
《
画

ｌ
ｏ
ｌ
Ｆ
ｌ
．
△
Ｐ
Ｉ
言
■
ｆ
６

Ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
◆
０
，
１
４
，
ｆ
Ｉ
Ｉ
Ｉ

一
’１
１
１
◆
，
。
-１
 

も
Ｉ

◆
１
１
１
１
．
◆
’１
，
Ⅱ
-◆
-

◆
Ｉ
- 
。
◆

ｐ
０
Ｉ
ｌ
・
◆
１
１
-
■

④

１

１

０

-
Ｉ

ｏ

ｌ

０

４

４

・

●

◆
１
１
●
-１
・
’’１
１
毛

。

-
．

ｌ

…

，

，

●

-
’
１

-
-
◆

①
Ｉ
-
’
七
-
-
・
・
．
◆

●
ｊ

Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
・
●
面
-
１
．
１
１
-
●

裾ン
 

--

レ
・
く
り
、

卜２

チレレ

ー
 
卜

｛
１

二
 
曲

・

’
１

１

１

１

１
可
己

、
■
１
１
１
口

王
１

雁
哩

此
』
定
時

●
？
可
 

託

郡
三



1．宮城県仙台郡山官衙遺跡（市教委 2003）
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鞠智城・古代山城分布図

参 考 資 料
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鞠智城跡関連地図
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鞠智城関連年表

4司一

西 - 暦 年 号 内容

645 大化元 大化の改新。

646 大化2 改新の詔を発布。

660 斉明6 唐と新羅によって百済滅亡。

661 斉明7 朝倉橘広庭宮に遷宮。

663 天智2 白村江の戦い ※大和朝廷軍が唐の水軍に敗れる。
664 天智3 対馬｡壱岐｡筑紫等に防人と峰を置く｡筑紫に水城を築く。
66 5 天智4 筑紫に大野城､基鐸城を築き､長門国に城を築く。
667 天智6 i斤江大津宮に遷宮。

ダダ ダ

大和に高安城､讃岐に屋嶋城､対馬に金田城を築く。
668 天智7 高句麗滅亡。

669 天智8 高安城修理。

670 天智9 高安城修理。

6 7 2 天 武元 壬申の乱。

676 天武5 新羅が朝鮮半島を統一。

678 天武7 筑紫国大地震。

694 持統8 藤原京遷都。

696 持統10 ※｢肥後国｣の文献上の初見。
698 文武2 大宰府に大野･基鐸･鞠智の三城を繕治させる。

' ' ググ 高安城を修理。
699 文武3 高安城を修理。

ダダ ググ

大宰府に稲積･三野の二城を修理させる。
701 大 宝 元 大宝律令制定。

、

710 和銅3 平城京に遷都。

7 1 9 養老3 備後国安那郡の茨城､葦田郡の常城を停める。

7 5 6 天平勝宝8 怡土城を築く。

7 9 4 延暦13 平安京に遷都

7 9 9 延暦18 大宰府管内を除いて峰を廃止。

858 天安2 (閨2月)肥後国菊池城院の兵庫の鼓が自ら鳴る‘
ノ ﾉ ノ

(5月）菊池城の不動倉11棟が火災に遭う。

875 貞観17 カラスの群れが菊池郡倉舎の葦草を噛み抜く。

879 元慶3 肥後国菊池郡城院の兵庫の戸が自ら鳴る。
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建物遺構

49号礎石建物跡(宮野礎石)60号掘立柱建物跡(北から）

5 6 号 礎 石 建 物 跡 ( 北 か ら ） 八 角 形 建 物 跡 ( 北 か ら ）

長者原地区完掘状況(平成9年度撮影）
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城門跡

深迫門礎石(東から）

堀切門･道路跡(北から）

堀切門･通路(北西から）

池ノ尾門跡･取水口と導水溝

池ノ尾門跡･通水溝(西から）

池ノ尾門跡石積み

I目



土塁線

南側土塁線西端部（東から）

南側土塁線西端部 土塁裾部石列

南側土塁線西端部 版築状況

西側土塁線佐官ドン版築状況

南側土塁線東端部 版築状況

西側土塁線佐官ドン 盛土と石列

西側土塁線佐官どん地区 前面柱列
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貯水池跡

貯木場跡（南東から） 木組遺構

百済系銅造菩薩立像
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 この電子書籍は、ここまでわかった鞠智城 鞠智城シンポジウム発表要旨 2012 

を底本として作成しました。閲覧を目的としていますので、精確な図版などが必

要な場合には底本から引用してください。 

 底本は、古代山城がある市町村教育委員会、熊本県内の市町村教育委員会と図

書館、都道府県の教育委員会、考古学を教える大学、国立国会図書館などにあり
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